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研究成果の概要（和文）：　この研究では「コミュニティ」の存在が修復的司法の必須の要素であるという認識のもと
に、仮想的な小話を利用した要因計画法に基づく一般人に対する調査を行った。一般的に言えば、内集団におけるステ
ィグマ的恥づけが人々の評価が高い。しかし、この結果は再統合的恥づけの重視と矛盾するものと考えるべきではない
。修復的司法の制度設計としては、課題解決型裁判所をモデルにシステムが構築されるべきであろう。

研究成果の概要（英文）：In our research we focus on the concept of community, which is the required 
element of restorative justice. We conducted Web survey with factorial design using vignettes. In the 
survey lay persons’ attitudes toward traffic accidents were analyzed. Generally speaking, people think 
much of stigmatization in-group setting. This result would be possible to unify with integrative shaming. 
Consequently, we would implement a problem solving court as a new judicial system of restorative justice.

研究分野： 法社会学、法心理学

キーワード： 基礎法学　刑事法学　被害者学　紛争解決　コミュニティ
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１．研究開始当初の背景 

 修復的司法の概念は「当事者の手から剥奪

され、国家の刑事司法システムと専門家のも

のとなった紛争を当事者（近隣社会）に取り

戻す」ことを主張したクリスティ（Conflicts 

as Property, 1977)に研究に端を発する。その

後、修復的司法は、学術上も実務上も広く着

目を浴びるようになり、理論および実務の多

方面において深いインプリケーションを持

つようになった。ところが修復的司法の概念

内容については混乱しており、研究者間にお

いて共通の理解がない。 

 

２．研究の目的 

 そこで本研究では、修復的司法の概念内容

を巡る混乱を是正することを目的とする。そ

のために経験的調査を踏まえた公正の心理

学のアプローチ、および法哲学の正義論につ

いてのアプローチを用いて、概念を再構成す

る。さらにこれらの検討結果を踏まえて、刑

事法学の観点から制度設計を構想する。 

 

３．研究の方法 

(1) 本研究の中心は一般人を対象とする経

験的調査（要因計画法によるシナリオ実験）

である。修復的司法の今までの実践、都市社

会学の知見、また法哲学・政治思想の観点（と

くに共和主義の思想との近縁性など）を踏ま

えれば、修復的司法、あるいは修復的正義の

中心的な要素は「コミュニティ」の概念だと

言える。したがって要因計画法においては、

独立変数として、コミュニティを第一義的に

取り上げた。具体的には、シナリオにおいて、

内集団－外集団を操作した。 

 

(2) 要因計画法のシナリオとしては、人々

がイメージしやすく、文化的な特異性も低い

と考えられる交通事故を取り上げた。とくに、

修復的司法の実践においては、人身犯罪と財

産犯罪の違いが指摘されているので、人身事

故と物損事故の両方を取り上げた。なお後に

述べるように、実験においては文化交差的な

要因も独立変数として扱った。 

 

(3) 要因として取り上げた交通事故の処理

手続きとしては、以下のものがある。すなわ

ち、オーストラリアキャンベラ特別地区の修

復的司法の政策実験における手続き、米国の

課題解決型裁判所である DWI Court (Drunk 

Driving While Intoxicated Court)、あるいは

DUI Court （ Driving Under Influence 

Court)の手続きを参考に、対審手続き（違反

者の名前公表があるバージョンとないバー

ジョンがある）、カンファレンス（複数のバ

ージョンがある）など６種類の手続きを設定

した。 

 

(4) 修復的司法において恥づけが重要な意

味を持つのではないかという予想に立つと、

交差文化的な調査が必要となると考えられ

る。したがって本研究では、日本だけでなく、

DWI Court の先進国である米国においても

調査が行われた。 

 

(5)  従属変数としては、手続きの評価、結

果の評価（事故の処理手続きが好ましいか好

ましくないか、解決の結果が公正か不公正

か）などが取り上げられた。また、関連変数

として、デモグラフィック要因の他、刑事司

法に対する態度に関わる変数、パーソナリテ

ィ変数などが測定された。 

 

(6) 調査は被験者間実験計画による Web 調

査として調査会社に委託して行われた。サン

プルは 20 歳以上成人であり、年齢の人口構

成に対応している。なお、本調査は形式的に

は４元配置となるが、分析においては部分サ

ンプルに分解し、２元配置の分散分析を中心

に行った。 

 



４．研究成果 

 知見を一般的に言えば、とりわけ内集団に

おいてスティグマ的恥づけに対して 人々の

評価が高い。それは、物損事故か人身事故か、

あるいは米国サンプル調査か日本サンプル

調査かにかかわらない結果である。問題はス

ティグマ的恥づけをどう理解すべきかであ

るが、我々の理解によれば、この結果は 再

統合的恥づけの重視と矛盾するものと考え

るべきではない。 

 そして、修復的司法の制度設計としては、

課題解決型裁判所をモデルにシステムが構

築されるべきであることが示唆された。 
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